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。 「定額給付金記念 メニ ュー」 の設 定

・定額給付金の額 に合わせた福袋の よ うな商品の販売

な どもある ところ。

※ネ ッ トシ ヨップでは、実際 に 12,000円又は 20,000円 の 「定額給付金 カニセ ッ

ト」が販売 されてい る例 あ り。

(注)商工関係団体等が販売す る経費は、定額給付金の国庫補助対象とならないものである。

間 26 市町村民税を滞納 している者について、その者に対 して給付 される定額給付金

を市町村が差 し押さえることは可能か。

(答)          ・

定額給付金は、景気後退下での生活者の不安にきめ細かく対処す るため、家計ヘ

の緊急支援を行 うことをその第一の趣旨として実施するものであ り、給付主体であ

る市町村が当該給付金その ものを差 し押 さえることは、その趣旨には合致 しないも

の と考えている。

なお、定額給付金の事務 に関 して、同 じ団体の職員同士であっても、税の滞納者

の情報 を税務当局から給付金担当部局に伝えた り、逆に、ある者に対す る定額給付

金の給付の有無 ・時期等を給付金担当部局か ら他部局に伝えた りすることは、公務

員の守秘義務や個人情報保護 との関係が問題 となる。

問 27 子育て応援特別手当との具体的な連携方法如何。

(1奎卜)

子育て応援特別手当と|ま、幼児教育期 (小学校就学前 3年 間)の 第二子以降の子

一人につき3.6万 円を支給する手当であ り、厚生労働省所管の予算 として第二次

補正予算に計上されているところご

具体的な交付対象者については、定額給付金 と同様に住民基本台帳及び外国人登

録原票の情報を用いて判定をす る予定であ り、交付対象者 リス トの作成に当たつて

の住民基本台帳システム等の改修については、定額給付金 と連携をして行 うことを

想定 している (同システム等の改修経費に係る国産補助金は、定額給付金に係 る事

務費 として一括 して交付).

また、住民基本台帳システム等の改修以外の事務についても市町村の判断により

連携をして取 り組むことも差し支えなく、この場合の事務費については、子育て特

別手当交付金 と定額給付金の国庫補助において適切に配分す るものとする。
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